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調達要求番号： 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

陸上自衛隊 

航空機用部品（国産）共通仕様書 

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２１ＡＢ 

防衛大臣承認     年  月  日 

作    成 昭和５０年 ４月 １日 

変    更 令和 ７年 ２月１９日 

作成部隊等名 補給統制本部 航空部 

1 総則 

1.1 適用範囲 

 適用範囲は，次による。 

a) この仕様書は，陸上自衛隊において使用する航空機用部品（国産）（以下，“この部品”という。）

の調達に適用する一般共通事項について規定する。 

b) この部品とは，次の範囲をいう。 

1) 航空機の機体及びエンジン構成品並びに取付品 

2) 航空機のプロペラ及び回転翼並びにこれらの部品 

3) 航空機用各装置，各系統の装備品及びこれらの部品 

4) 航空機用各種搭載品及びこれらの部品（通信電子器材を除く。） 

5) 航空機用標準部品，材料及び副資材 

6) 航空機用訓練器材及びこれらの部品 

7) 航空機用機器，工具など及びこれらの部品 

1.2 用語及び定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１及びＧＡＶ－

ＣＧ－Ｚ８１００２１による。 

1.2.1 

標準部品 

 いかなる知的財産権に関する法律上の制約も受けることなく，公共規格を用いて自由に製造及び販

売することが可能な部品をいう。 

1.2.2 

主品目 

 単体又は数個の単体から成る品目で，それ自体で完全な機能をもち，また，最終目的の用途に使用

可能なものをいう。 

1.2.3 

ＥＣＰ 

 Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｃｈａｎｇｅ Ｐｒｏｐｏｓａｌの略語で，技術変更提案をいい，関係会社が航空機等の性能，安全

性，信頼性，整備性，互換性，操作性，重量，契約金額などに影響のある設計などの変更について提

案することをいう。 

1.2.4 
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互換性 

 ２種類以上の部品が互いに，そのままの状態で交換使用が可能な機能的及び物理的特性をもつ品目

をいう。 

1.2.5 

調達要求元 

 陸上自衛隊補給統制本部航空部をいう。 

1.2.6 

地方防衛局調達部等 

 防衛装備庁契約の場合は，地方防衛局調達部，支局又は防衛事務所，陸上自衛隊補給統制本部契約

の場合は，補給統制本部の調達会計部をいう。 

1.2.7 

機能部品 

 この部品のうち，それ自体で基本的な機能を発揮することが可能で，ベンチテスト（機能部品を航

空機に取り付けるのに先立って，架台などに取り付けて行う試験）などによって，その機能・特性が

判定できるものをいう。 

1.2.8 

保管期限統制 

 保管中に経年劣化又は発せいなどによって，品質が低下するおそれのある品目をＭＯ－７００－４

に基づいて，加硫（キュアリング），組立，検査などを行った日（起算基準日）からその部品などが

本来の使用目的に支障なく使用し得る状態を維持可能な最大限の保管期限を指定し，これに伴う特定

の検査，出荷などに関する業務統制を行うことをいう。 

1.2.9 

期限統制 

 加硫（キュアリング），組立て，検査などを行った日から使用するまでの間に，品質が劣化するお

それがある特定の品目について，要求する特性を保証するため最大の期間を設定することをいう。 

1.2.10 

初回試験 

 仕様の細部が確定しているこの部品を調達するに当たり，その品質を確保するため，初回製造のも

のについて要求する試験をいう。 

1.2.11 

ＳＤＳ 

Ｓａｆｅｔｙ Ｄａｔｅ Ｓｈｅｅｔの略語で，化学品の安全な取り扱いを確保するために，化学品の危険有害性

等に関する情報を記載した文書をいう。 

1.2.12 

ＴＤＳ 

 Ｔｅｃｈｎｉｃａｌ Ｄａｔｅ Ｓｈｅｅｔの略語で，製品の構成，技術的特徴，使用条件などに関する情報が記載さ

れた文書で，製造者が発行したものをいう。 

1.3 引用文書等 

1.3.1 引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 
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 なお，適用の優先順位は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の1.4によるほか，契約後当該文書に改正

があった場合には，その適用について別途協議する。 

a) 規格 

ＪＩＳ Ｐ ０１３８      紙加工仕上寸法 

ＪＩＳ Ｚ ７２５３      ＧＨＳに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル， 

 作業場内の表示及び安全データシート（ＳＤＳ） 

ＮＤＳ Ｚ ８０１１      角形銘板 

ＳＡＥ ＡＳ １９３３Ａ    Ａｇｅ Ｃｏｎｔｒｏｌｓ ｆｏｒ Ｈｏｓｅ Ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇ Ａｇｅ－Ｓｅｎｓｉｔｉｖｅ 

Ｅｌａｓｔｏｍｅｒｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌ 

ＳＡＥ ＡＳ ５３１６     Ｓｔｏｒａｇｅ ｏｆ Ｅｌａｓｔｏｍｅｒ Ｓｅａｌｓ ａｎｄ Ｓｅａｌ Ａｓｓｅｍｂｌｉｅｓ 

Ｗｈｉｃｈ Ｉｎｃｌｕｄｅ ａｎ Ｅｌａｓｔｏｍｅｒ Ｅｌｅｍｅｎｔ Ｐｒｉｏｒ ｔｏ  

Ｈａｒｄｗａｒｅ Assembly 

b) 仕様書 

ＤＳＰ Ｚ ９００８      品質管理等共通仕様書 

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２２ 陸上自衛隊航空機用部品（輸入）共通仕様書 

ＧＡＶ－ＣＧ－Ｚ８１００２１ 陸上自衛隊航空機用部品包装共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

c) 法令等 

防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令（昭和３３年総理府令第１号） 

労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号） 

装備品等の製造設備等の認定に関する訓令（昭和５０年防衛庁訓令第４４号） 

初回試験事務処理要領について（通知）［装管企第３０９号（２７．１０．１）］ 

官給品等の管理及び処理手続要領［補統航第１６０号（６月５月２０日）別冊］ 

d) その他 

ＭＯ－７００－２       陸上自衛隊航空機等整備実施規定 

ＭＯ－７００－３       陸上自衛隊航空機等整備実施規定 

ＭＯ－７００－４       陸上自衛隊航空機等整備実施規定 

ＭＯ－７００－６       陸上自衛隊航空機等整備実施規定 

各機種の補給カタログ（航Ｃ・Ｄ・Ｅ，航Ｅ及び航Ｂ） 

1.3.2 関連文書 

a) 法令等 

航空機製造事業法（昭和２７年法律第２３７号）  

陸上自衛隊整備規則［陸上自衛隊達７１－４号（５２．１２．２４）］ 

補給統制本部補給管理規則［補給統制本部達第７０－１号（１６．１２．２１）］ 

陸上自衛隊補給管理規則［陸上自衛隊達第７１－５（１９．１．９）］ 

b) その他 

ＭＯ－７００－１ 陸上自衛隊航空機等整備実施規定 

適用部品カタログ 

 

2 製品に関する要求 

2.1 認定 
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 この部品のうち，製造設備などの認定を必要とするものは，“装備品等の製造設備等の認定に関す

る訓令”が適用される。 

2.2 一般的要求事項 

2.2.1 材料・部品 

 材料及び部品は，次による。 

a) この部品の製造に必要な材料及び構成する部品の選択に当たっては，それぞれの用途に応じ，仕

様書の要求事項を満足し，品質が均一で，きず，割れなどのない良質のものを用いなければなら

ない。また，使用される場所の気象条件，環境条件（温度及び湿度の変化度並びに熱伝導，荷

重，耐腐食性，耐熱性及び耐菌性）などを考慮し，異種金属の接触による腐食を避けなければな

らない。 

b) この部品に使用する部品は，可能な限り標準部品を使用し，それぞれの用途に応じ要求を満足す

る良質の部品を選択しなければならない。 

c) “労働安全衛生法施行令”で製造などが禁止されている材料は，使用してはならない。 

d) 次の希少材料の使用は，極力避けなければならない。 

1) クローム 

2) コバルト 

3) ニオビウム 

4) モリブデン 

5) ニッケル 

6) タングステン 

7) 天然ゴム 

8) カドミウム 

2.2.2 製造方法・加工方法 

 この部品の製造及び加工に当たっては，航空機用部品として十分な機能と精度を発揮し得る技術と

設備とを用い，有害な欠陥を生じないように注意しなければならない。 

2.2.3 構造・形状・寸法・質量 

 この部品の構造は，必要以上に複雑となることを避け，オーバーホール，修理，点検などが通常，

特殊な治工具を用いないで容易に実施が可能なように考慮しなければならない。また，形状は，努め

て特異なものを避け，寸法及び質量は，極力小型及び軽量化に努めなければならない。 

2.2.4 外観・機能・成分・性能・その他品質的事項 

 外観，機能，成分，性能及びその他品質的事項は，次による。 

a) この部品は，長期の保管及び使用に耐え得るように用途に応じて，塗装，めっきなどの表面処理

が行われていなければならない。 

なお，塗装を要する部品は，陸上自衛隊の保有する該当機種の塗色（ＭＯ－７００－６による。）

又は航空器材の使用箇所に応ずる部品と同色の塗装による。 

b) この部品は，修正を行うことなく，主品目及び組部品への取付けが可能で，性能発揮に適応した

精度，耐久性及び信頼性をもち，かつ，組部品などを構成する部品などにあっては，同一機種及

び同一機器について互換性をもたなければならない。 

2.2.5 製造条件 

この部品は，当該部品の製造者，同製造者の指定下請会社又は技術提携会社の製造に関わる新品と

する。 
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なお，原材料及び構成する部品のうち，国産でないものがあれば，新品の輸入品を使用しても差し

支えない。この場合，輸入品は，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｗ１５００２２に規定する条件を満足するものでな

ければならない。 

2.3 技術変更 

 技術変更は，次による。 

a) 契約の相手方は，納入するこの部品に関して技術変更を行う必要が生じた場合は，次によるほか

機体，搭載装備品，地上支援器材，教育訓練用器材及び関連整備用器材への影響についても検討

した上で調達要求元へ事前に調整を行う。 

1) 官側が技術変更の提案を行う必要があると認めた場合は，ＭＯ－７００－３に示す，ＥＣＰ 

によって処置する。 

2) 1)に該当しない場合は，地方防衛局調達部等に通報した後，技術変更を実施する。 

b) 契約の相手方は，航空機などの製造者が行うＥＣＰの内容について，総合的な検討を行うための

調整に応じなければならない。 

2.4 製品の表示 

2.4.1 表示に関する一般的事項 

 表示に関する一般的事項は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3.1による 

a) この部品は，表示困難な部品を除き，所定の表示を行う。 

b) 部品自体の使用目的を阻害及び，その寿命に悪い影響を及ぼさない。 

c) 表示すべき位置は，その部品を取り付けた後にも可能な限り外部から見えるような位置を選ぶ。 

d) 表示は，それを適用する部品の予想される寿命と同じ程度の寿命があり，かつ，当該部品が必要

とする同様な環境試験に耐え得るものでなければならない。 

e) 表示の書き方，用字及び用文は，ＮＤＳ Ｚ ８０１１に示す記載要領による。ただし，次に示す

事項が該当する場合は，その限りではない。 

1) 調達要求で示す品（目）名が英字の場合には，英字をもって品（目）名を表示する。 

2) 表示に使用する場所が狭いため常用漢字を用いた場合，判読困難となるおそれのあるときは，

仮名文字又はローマ字を用いてもよい。 

3) 固有名詞，術語，商標，意匠などで慣用されているものは，そのまま用いる。 

f) 表示に用いる文字，数字その他の字体は，明瞭に読み得る程度の大きさとする。 

g) 記載内容は，少なくとも識別及び取扱上に必要な最小限の内容を含むものとし，細部は，2.4.4及

び2.4.5に示す。 

2.4.2 表示方法の選択基準 

 この部品に適用すべき表示方法は，次の基準に従って選択するが，これによることが困難な場合に

は，当該部品の特性，形状，用途などを勘案した上で契約の相手方が最も適当と考える方法を選択す

る。 

a) 機能部品及び主要な組部品は，銘板の方法による。 

b) a)以外のものは，可能な限り刻印（Ｓｔｅｅｌ Ｓｔａｍｐ），酸又は電気によるエッチング（Ｅｔｃｈｉｎ

ｇ），彫込み（Ｅｎｇｒａｖｉｎｇ），焼印（Ｂｒａｎｄｉｎｇ），浮彫り（Ｅｍｂｏｓｓｉｎｇ），鋳込み（Ｃａｓｔｉｎｇ）

又はモールディング（Ｍｏｌｄｉｎｇ）（以下，“刻印等”という。）の方法による。 

c) a)及びb)によることが不可能又は不適当な場合は，ゴム印(Ｒｕｂｂｅｒ Ｓｔａｍｐ)，ステンシル(Ｓｔｅｎ

ｃｉｌ)，シルクスクリーン（Ｓｉｌｋｓｃｒｅｅｎ），デカルによるうつし絵（Ｄｅｃａｌ Ｃｏｍａｎｉａ Ｔｒａｎｓｆｅ

ｒ），帯状金属製タグ（Ｍｅｔａｌ Ｗｒａｐ Ａｒｏｕｎｄ Ｔａｇ），その他の適当な方法（以下，“ラベル
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等”という。）による。 

d) 形状が小さく現物に表示することが困難なものは，包装上に表示してもよい。 

2.4.3 銘板 

 銘板による場合は，附属書Ａによる。 

なお，通常，ＮＤＳ Ｚ ８０１１に示す１種銘板を表示し，２種銘板，３種銘板及び４種銘板を表

示する場合は，個別仕様書で規定する。 

2.4.4 刻印等 

刻印等は，次による。 

a) 刻印等による場合は，文字を明瞭に識別し得るために必要な最小限の深さ又は高さとし，部品の

材質及び機能に害を与えることのないよう留意しなければならない。 

b) 刻印等は，可能な限り部品番号又は品目が識別可能な番号（以下“部品番号”という。）及び製

造者名を表示する。 

c) 部品番号と製造者名を併せて表示する場合，製造者名は，部品番号と混同するおそれのない場所

へ表示する。 

d) 部品番号及び製造者名のほか，形状が同一で材質が異なる物の区分を示す表示，その他の表示を

必要に応じて付するが，部品番号と混同しないよう留意しなければならない。 

2.4.5 ラベル等 

ラベル等は，次による。 

a) ラベル等による場合は，容易に剝離又は消滅することのないように留意しなければならない。 

b) 記載内容は，銘板の方法に準ずる。 

2.5 品質管理 

2.5.1 品質管理区分 

品質管理区分は，次による。 

a) 調達物品が1.1 b)の1)～5)のいずれかに該当する場合の品質管理は，ＤＳＰ Ｚ ９００８とし，

要求事項は，ＤＳＰ Ｚ ９００８の表1のaによる。 

b) 調達物品が1.1 b)の6)又は7)に該当する場合の品質管理は，ＤＳＰ Ｚ ９００８とし，要求事項

は，ＤＳＰ Ｚ ９００８の表1のcによる。 

2.5.2 完成検査成績表（書） 

 契約の相手方は，機能検査（試験）・性能検査（試験）及び材料検査（試験）を行うよう個別仕様

書で規定した製品は，完成検査成績表（大きさは，ＪＩＳ Ｐ ０１３８のＡ４又はＡ３とする。）を

製品１個ごとに２部作成し，監督官等に提出のうえ，確認（署名，押印）を得て，うち１部を製品１

個ごとに添付し，１部を契約の相手方で保管する。 

なお，完成検査成績表は，社内様式とするが，次の項目は，記載する。 

a) 物品番号1) 

b) 部品番号 

c) 型式1) 

d) 製造番号 

e) 品名 

f) 調達要求番号 

g) 検査年月日 

h) 検査官氏名印 
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i) 製造者名 

j) 納入者（契約の相手方）名（製造者と異なる場合に記入する。） 

注1) 物品番号及び型式がないものは，空欄とする。 

2.6 保管期限統制 

 保管期限統制は，化学品を除いてＭＯ－７００－４により実施する。 

2.7 期限統制 

 契約の相手方は，製造又は購入した合成ゴム部品，ホースなどで，ＳＡＥ ＡＳ １９３３Ａ及びＳ

ＡＥ ＡＳ ５３１６を適用しているものは, 当該規格に準じて期限統制を実施する。 

 

3 品質保証 

3.1 初回試験  

3.1.1 一般的事項 

 品質保証の一般的事項は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条3によるほか，初回試験の関連事項

は，“初回試験事務処理要領について（通知）”による。 

 なお，陸上自衛隊補給統制本部契約に関わる事項は，これに準じて行う。 

3.1.2 要求基準 

要求基準は，次のいずれかに該当する場合に要求する。 

なお，この部品（その一部を構成する材料，部品及び半製品を含む。ただし，“装備品等の製造設

備等の認定に関する訓令”の第４条に規定する指定品目を除く。）で，従来の認定制度などで陸上自

衛隊において認定又は承認した品目は，初回試験合格品目として取り扱う。 

a) 調達する装備品等の品質確認に当たり，環境試験，耐久試験，破壊試験又は特別な設備を必要と

する試験などで長時間又は多額の費用を要するため，契約ごとに行うことが合理的でないと認め

られる場合 

b) 米国政府，米国軍の仕様書，この部品に適用される仕様書，規格などに資格試験(Ｑｕａｌｉｆｉｃａｔｉｏｎ  

Ｔｅｓｔ)，製造前試験(Ｐｒｅｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ Ｔｅｓｔ)又はこれらに類する試験などが要求されている場合 

3.1.3 初回試験実施願書等の提出・承認 

 契約の相手方は，初回試験の実施に先立ち，初回試験実施願書及び初回試験要領承認願書にそれぞ

れ関係書類を添付して，監督官等を経て契約担当官等に提出し，承認を受けなければならない。ただ

し，次に該当する場合は，初回試験実施願書の提出を省略してもよい。 

a) 個別仕様書で，初回試験を要求している場合 

b) 個別仕様書の引用文書等で，初回試験を要求している場合 

c) ＥＣＰの承認によって，初回試験が要求する場合 

3.1.4 初回試験の実施の省略 

 契約の相手方は，3.1.1に該当する品目のうち，初回試験又はこれに類する試験が陸上自衛隊以外で

既に国の機関若しくはこれに準ずる機関において実施又は承認され，かつ，有効と認められるものは，

官側と協議の上，試験の一部又は全部の実施を省略してもよい。この場合，関連提出書類にその旨を

記載しなければならない。 

3.1.5 初回試験完了の届出 

 契約の相手方は，初回試験を完了した場合，監督官等の確認をうけ，契約担当官等に初回試験完了

届出書（初回試験成果報告書を含む。）を提出する。 

 なお，契約の相手方は，監督官等から交付を受けた２部のうち，１部を調達要求元に提出する。 
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3.1.6 初回試験完了品目の変更届出 

 契約の相手方は，初回試験を完了した品目について，部品番号，承認図面，材料，製造方法，製造

者名などに変更がある場合は，変更届を契約担当官等に提出する。 

 なお，監督官等が，変更が軽微であると判断した場合は，変更届の提出を省略してもよい。 

3.1.7 再試験の実施 

 契約の相手方は，初回試験を完了したこの部品について，次の各号の一つに該当し，かつ，再試験

を実施する必要がある場合，再試験を実施しなければならない。 

a) この部品の仕様書で要求された機能，性能などに影響を及ぼすような材料又は製造方法など（工

場移転を含む。）の変更を行った場合 

b) 適用仕様書が修正又は改正によって，この部品の品質に関する要求性能が変更された場合 

c) 製品に品質が維持されているかどうか再評価する必要がある場合 

3.1.8 初回試験完了品目の品質の維持 

 契約の相手方は，その後の製造における品質の維持に努めなければならない。 

3.1.9 初回試験完了品目の資料維持 

 契約の相手方は，関連資料を整理保管しなければならない。 

3.2 監督・検査 

 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 なお，検査の基準は，当該品の規格，製造図面，承認図面などによる。 

 

4 出荷条件 

4.1 包装 

 包装は，個別仕様書に規定のない限り，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｚ８１００２１によって実施する。 

4.2 包装の表示 

 包装の表示は，個別仕様書に規定のない限り，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｚ８１００２１の附属書Ａ “包装の

通則”A.8によって実施する。 

なお，ＧＡＶ－ＣＧ－Ｚ８１００２１の図A.5“使用可能（合格）票”は，必要事項を記入の上，個

装ごとに添付する。 

 

5 その他の指示 

5.1 官給品・無償貸付品 

5.1.1 一般的事項 

 官給品及び無償貸付品は， 5.1.2及び5.1.3によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条5に

よる。 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条5による。 

5.1.2 官給品 

 使用可能（合格）票，履歴簿（ファイルを含む。）など及び個別仕様書に示した官給品は，“官給

品等の管理及び処理手続要領”によって官給品の請求手続を行い，官給を受ける。 

5.1.3 無償貸付品 

 契約の相手方は，この部品の製造に必要な設備，治工具などで国の所有するものについて，契約担

当官等を通じて，物品管理官等（分任物品管理官を含む。）と協議の上，無償貸付を受ける。 

なお，取扱手続は，“防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令”及びＧＬＴ－
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ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条5による。 

5.2 附属品・予備品 

 附属品及び予備品は，個別仕様書による。 

5.3 承認用図面等 

 承認用図面等は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条6による。 

5.4 納入書類 

納入書類は，次によるほか，個別仕様書による。 

a) 保管期限統制に係る書類 保管期限統制を行う品目（化学品を除く。）を納入する場合には，

当該製品の品目名，部品番号，保管期限などを示した技術情報（社内様式）１部を陸上自衛隊

補給統制本部航空部へ提出する。ただし，ＭＯ－７００－４に規定されている内容と差異が無

い場合は省略してもよい。 

b) ＳＤＳ 契約の相手方は，各種法令などに基づきＳＤＳの提出を求められている品目について

は，ＪＩＳ Ｚ ７２５３によるＳＤＳの日本語版を部品の納地，陸上自衛隊補給統制本部航空

部及び陸上自衛隊関東補給処（納地の場合は，除く。）へ各１部提出する。 

なお，過去の契約で提出したことがある場合は省略が可能とする。ただし，官側から，ＳＤ

Ｓに関する要求を受けた場合，調整のうえ，処置する。 

c) ＴＤＳ 製品に対するＴＤＳが発行されている品目を納入する場合には，当該製品のＴＤＳの

日本語版を納地，陸上自衛隊補給統制本部航空部及び陸上自衛隊関東補給処（納地の場合は，

除く。）へ各１部提出する。 

なお，過去の契約で提出したことがある場合は省略が可能とする。ただし，官側から，ＴＤ

Ｓに関する要求を受けた場合，調整のうえ，処置する。 

5.5 履歴簿 

 ＭＯ－７００－２に規定されている履歴簿備付品目は，納入時，履歴簿にＭＯ－７００－２に基づ

く必要事項を記入の上，こん包箱の外側に耐水性の封筒に入れて“履歴簿”と記入し，ステープルな

どによって確実に取り付ける。 

5.6 諸法規との関連 

 国内及び国外の諸法規，権利などの関係事項は，契約の相手方の責任において処置する。 

5.7 納入後の不具合対策 

 契約の相手方は，納入した部品について航空機等不良状況通報（ＵＲ）その他不具合事項が発生し

た場合には，官側の要求によって，対策を立案しなければならない。 

5.8 その他の必要事項 

 その他の必要事項は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条8による。 
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附属書Ａ 

（規定） 

銘板作成要領 
 

A.1 適用範囲 

 この附属書は，この部品の表示用として取り付ける銘板の記載及び作成要領について規定する。 

なお，この附属書に規定する以外の事項は，ＮＤＳ Ｚ ８０１１による。 

 

A.2 種類・形状・寸法 

A.2.1 種類  

 銘板は，ＮＤＳ Ｚ ８０１１による。 

A.2.2 形状・寸法 

 形状及び寸法は，ＮＤＳ Ｚ ８０１１に規定されたもののうち，それを装着する部品の形状及び寸

法に対して最も適当と思われるものを契約の相手方において選択する。 

 

A.3 記載内容 

 ＮＤＳ Ｚ ８０１１に規定する１種銘板には，次の事項に準じて記載する銘板の大きさによって

は，その一部を省略してもよい。ただし，防衛省標識，航空器材標識，品（目）名，物品番号，製造

年月及び製造者名は，省略してはならない。 

a) 防衛省標識 “防衛省”の文字を記載する。 

b) 航空器材標識 標識の形状は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の図2eによって，大きさは，銘板

の大きさ及び記載内容の多少に応じ体裁よく描く。 

c) 品（目）名 各機種の補給カタログ（航Ｃ・Ｄ・Ｅ，航Ｅ及び航Ｂ）（以下，“補給カタログ” 

という。）の品（目）名（主部及び形容部）を記載する。ただし，補給カタログに記載のないも 

の又は補給カタログのない場合は，調達要求時の品（目）名を記載する。 

d) 物品番号 補給カタログの物品番号を記載する。ただし，補給カタログに記載のないもの又は補

給カタログのない場合は，空欄とする。 

e) 部品番号 補給カタログの部品番号を記載する。ただし，補給カタログに記載のないもの又は補

給カタログのない場合は，調達要求時の部品番号を記載する。 

f) 型式 補給カタログの型式を記載する。ただし，補給カタログに記載のないもの又は補給カタロ

グのない場合でも該当する型式（公共規格番号など）がある場合は，記載し，ない場合は，空欄

とする。 

g) 主要諸元 主要諸元を記載する（主要諸元として，計器・計測器などは，目量又は測定範囲，電

装品は，入力電源など，機器などの場合は，使用可能な最高能力などを記載する。）。 

h) 製造番号 同一製造者の製造に関わる同一部品の製造一連番号を記載する。 

i) 製造年月 製造年月を記載する。 

j) 製造者名 製造者名を記載する。 

k) 納入者（契約の相手方）名 製造者と異なる場合に記載する。 


